
松戸市震災廃棄物処理計画（平成 27年 12月策定） 平成 30年 3月一部改定 新旧対照表 

頁 現    行 改  定  案 

17 ２ 再利用・再資源化及び処理能力の確保 

（１）処理施設の能力 

   松戸市が所有するごみ処理施設の能力 

施 設 の 種 類 処 理 能 力 等 

焼却処理施設 

①ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

②和名ケ谷ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

  粗大ごみ処理機 

 

200t/日（100t×2炉） 

300t/日（100t×3炉） 

 5t/日（剪断式破砕機） 

 

 

 

 

 

２ 再利用・再資源化及び処理能力の確保 

（１）処理施設の能力 

   松戸市が所有するごみ処理施設の能力 

施 設 の 種 類 処 理 能 力 等 

焼却処理施設 

①ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

②和名ケ谷ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

  粗大ごみ処理機 

 

200t/日（100t×2炉） 

300t/日（100t×3炉） 

 5t/日（剪断式破砕機） 

※和名ケ谷クリーンセンターについては、震災

発生時にも安定した処理を行うため、災害廃

棄物処理体制強化の基幹的設備改良工事（強

じん化整備工事）を実施する。 
 

20 ７ がれきの再利用・再資源化、処理対策 

（２）その他の可燃物の処理対策 

    その他の可燃物は全量焼却し、減量を図る。再資源化できない木

くず及びその他の可燃物の処理能力を確保するため民間処理施設

を確保し、積極的に活用する。民間処理施設の確保が困難な場合は、

他の市町村に応援の要請をする。 

７ がれきの再利用・再資源化、処理対策 

（２）その他の可燃物の処理対策 

    その他の可燃物は和名ケ谷クリーンセンターで焼却し、減量を

図る。また、処理量に応じ民間処理施設を確保し、積極的に活用

する。民間処理施設の確保が困難な場合は、他の市町村に応援の

要請をする。 

 


